
令和 7年度環境保全計画書

株式会社関電エネルギー プリューシ ョン

神戸 ツサーチパーク熱供給センター

① 環境保全 に関す る基本方針 (基本理念 )

関西電カグループの一員である株式会社関電エネルギー ゾリューションでは、

環境 との関わ りが深いエネルギー事業者 として、社会か ら信頼 され る企業グルー

プであるために、低炭素社会の実現に向けた挑戦、循環型社会の実現に向けた活動

の展開、地球環境保全対策の推進に取組む とともに、環境管理および環境コミュニ

ケーションの推進に努めます。

神戸 リサーチパーク熱供給センターにおいても、環境保全による「地域社会への

貢献」に努めていきます。

(1)事業活動を通 じて、環境負荷を最小限にするよう努め、環境の保全に取 り組み
ます。
a.省エネルギー、省資源に努めます。
b.廃棄物の削減 と再資源化に努めます。
(2)地域における環境保全活動に取 り組みます。
(3)環境保全に関す る法令を遵守 します。
(4)こ の方針を全従業員に周知徹底す ると共に、広 く公開 し適切な情報提供に努め
ます。

② 環境保全 に関す る組織 の現況

当社における環境管理体制は図 1の とお りである。また、神戸 リサーチパーク
熱供給センターにおける環境管理体制は図 2の とお りである。

図 1 株式会社関電エネルギー プリューション環境管理体制
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図 2 神戸 リサーチパーク熱供給センター環境管理体制
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③ 重点取組目標 口計画

【2025年度の重点 目標・計画】
当社では事業活動の環境負荷低減 を目指 し、2025年度 も下記の重点課題に取
り組んでまい ります。

また、 日標設定に際 して神戸 リサーチパーク熱供給センターは 2014年 4月
に 「関電エネルギー開発 (株 )」 か ら「(株)関電エネルギー プリューション」
に統合合併 したため、当該年度は省エネ法による第 1種エネルギー管理指定工
場の対象外 とな り翌年 (2015年度)に 当該指定工場に再指定 されました。 これ
により目標設定を行 う基準年度を合併 した 2014年度にしました。

●省エネルギーの推進

<目  標 >
使用エネルギーの原単位 を毎年、前年度比で 1%削減を目標 としていま
す。 2025年度はお客 さまの熱需要見込みが昨年度 と同程度 と想定 されま
す。また高経年化による機器の効率低下が予想 されるため冷凍機の更なる

効率運転に努めエネルギー原単位の抑制に努めます。
<取組み内容 >
・熱製造等における操作・運用面の改善によるエネルギー使用量の削減
・省エネ意識の高揚による照明等の自家消費電力量の削減

●温室効果ガスの抑制

<目  標 >
事業活動におけるC02排 出原単位を 2014年度比で 2030年 度までに
4.5%削減 を目標 とします。 2024年度 も機器の経年的な効率低下による設
備環境の中で、熱製造に寄与す る電力量および熱製造損失分を低減 させ C
02排出原単位の抑制に努めます。
<取組み内容 >
・熱製造等における操作・運用面の改善によるエネルギー使用量の削減
・省エネ意識の高揚による照明等 自家消費電力量の削減



④ 公害防止封策に係る計画
ア.目 標および管理目標値

排水に係 る水質管理 目標値

目 標

水質汚濁防止対策 ◆ 「水質汚濁防止法」「水質汚濁防止法第 3条第 1項の
排水基準に関す る条例 (兵庫県条例 )」 および 「環境
の保全 と創造に関する条例 (兵庫県条例 )」 等の法令
の規定を遵守する。

◆ こ記載す る排出水の水質に係 る管理 目標値 を

遵守す る。

3町表  1

騒音防止対策 ◆「騒音防止法」および「環境の保全 と創造に関す る条

例 (兵庫県条例 )」 イこ定める基準を遵守する。

振動防止対策 ◆「振動規制法」および「環境の保全 と創造に関す る条

例 (兵庫県条例 )」 イこ定める基準を遵守する。

産業廃棄物等対策 ◆廃棄物 の処理及び清掃に関す る法律等の法令の規制

を遵守 し、廃棄物の適正処理を行 う。

◆廃棄物の発生量を抑制す ると共に再利用を促進す る。

PJIJ表  1

項   目
管理 目標値

[mg/2]

備    考

目標値の根拠

(法 令 等 基 準値 と

の関係等 )

定期測定の

実施

水素イオン濃度

(pH)
5を超 え 9未満

神戸市下水道条例

排除基準
○

(法令排水基準設定 ) 測定箇所 測定方法 備  考

測定頻度 :1回 /毎月 りF水 口 (1箇 所 )
法令の規定方法

」IS―Z8802



イ.目 達 のために講ずる ・対策

⑤ 地球温暖化封策に係る計画
ア.前年度 (2024年度)使用実績および今年度 (2025年 度)使用予定
【プラント全体のエネルギー (電気)使用量とC02排出原単

目 標 項 目
目標達成のために講ずる措置

(目 標の達成状況の確認手段を含む )

(公共下水道を使用す る場合 )
水
質
汚
濁

防
止
対
策

公 共用水 域 の環

境保全

◆下水道法および神戸市下水道条例等に基づき、除

害施設の適正な維持管理、排除基準の遵守、排水の

水質測定等を行 う。また、各種報告は関係法令の規

定に基づき実施す る。

騒
音
防
止
対
策

法令 等 の基 準 の

遵守

◆法令等の基準遵守の確認 に必要な測定・監視体制

を定めて測定および監視を行 う。

◆基準を遵守す るために必要な対策を講ず る。具体

的には、発生源対策 として、防音カバーの設置、吸

音材の設置、低騒音型の施設への更新、また、建物

等による対策 として、防音壁の設置、扉・窓の防音

施二等を実施する。

振
動
防
止

対
策

法令 等 の基 準 の

遵守

◆法令等の基準遵守の確認 に必要な測定 。監視体制

を定めて測定および監視を行 う。

◆基準を遵守す るために必要な対策を講ず る。具体

的には、発生源対策 として、弾性支持、防震材料の

採用等を実施する。

法令 等 の規制 の

遵守

◆法令等に定める産業廃棄物管理票 (マ ニフェス ト)

制度、廃棄物の保管・処理基準を遵守 し、法定の記

録・報告を実施す る。

産
業
廃
棄
物
等
対
策

廃 棄 物 の発 生 抑

制 。再利用

◆事業系一般廃棄物の再生利用、再資源化等の有効

利用および減量化 に関す る処理計画を策定 し、実

績 を含めて毎年神戸市へ報告を行っている。

◆事業所が一体 とな り、ゼ ロエ ミッシ ョン構想の実

現に向けた取組みの計画を検討推進す る。

電気使 用量

(MWh)
備  考

C02排 出原単位

(t~C02/GJ)
備  考

活動

の

区分

燃料・焼去日

物等の種類 前年度

(2024)

実績

今年度

(2025)

予定

単位発熱量

(GJ/MWh)

前年度

(2024)

実績

今年度

(2025)

予定

電気の

C02排 出係数

(t― C02/MWh)

電気 事 業者 か ら供

給 され た電気 の使

用

11,965 11,465
(昼 )8.64

(夜 )8.64
0.0407 0.0403 0.419



【プラント内の自家消費 量 とC02排 出量

※ 1

※ 2

一般消費電力量換算熱量の排出係数の単位は 「t C02/MWh」 。

製造損失熱量の排出係数の単位は 「t C02/GJ」 。その上段は前年度実績、下段は今年度予定を示す。

C02排出量】

イ.プ ラン トC02排 出原単位および今 度 (計画)の 同排出原単位の削減率

・プラン トC02排 出原単位
=製造に寄与 した電力量に相当するC02排 出量 (t C02)/製造熱量 (G」 )

C02排 出量
(t― C02)

単位発熱量

(GJ/MWh)
前年度

(2024)

実績

今年度

(2025)

予定

排出係数

(t― C02/――)

前年度

(2024)

実績

今年度

(2025)

予定

(昼 )8.64

(夜 )8.64
466 447

※ 1

0.419

一般消費電力量

換算熱量 (G」 )
9,616 9,215

405

※ 2

0.0412

0.0408

製造損失熱量

(G」 )
10,396 10,061 423

自家消費熱量

(G」 )
20,012 19,276 895 857

C02排 出量 (t― C02)

削減率

(%)

備   考

プラン ト全体の

消費電力量
5,013 4,762 -251 -5.0

-5.0 熱供給
セ ンターが管

理す るC02排 出量
自家消費電力量 895 850 -45

-206 -5.0

お客 さま側 に熱供給

するエネル ギー量相

当のC02排 出量
お客 さま供給熱量 4,118 3,912

今年度 (予 定)の
削減率 (%)

前年度

(2024)

実績

今年度

(2025)

予定

2030年度

目標
基準年度比 前年度比

基準年度

(2014)

0,0407 0.0403 0,0421 8.6 1.0

プラン トC02
排出原単位

(t~C02/GJ)

0,0441

電力 C02
排 出係数

(t~C02/MWh)

0.516 0.419 0,419



ウ.目 標達成のために講ず る措置 。対策

措置の区分 具体的対策 削 減 目 標

エネルギーの

使用の合理化

地道な省エネ活動の展開によ

るエネルギー使用量の削減

・ 2024年 度の熱供給業務に係

るエネル ギー消費原単位 を

前年度比で 1%削 減を目標 と

する。

°C02」 F出原単位 は、2030年

度に 2014年度比 4.5%の 削

減 目標 とする。

冷凍機の最適な組合せ運転に

よるプラン ト効率の向上

休憩室等空調温度の最適化

外灯・廊下等照明灯の必要以

外の確実な消灯

⑥ 公害防止対策および地球温暖化対策以外の環境保全活動に係る計画と目標

目標達成年次 2030年度中

分   野 項 目 目  標

1 事務所等での節水 節水 実施率 100%

2
事務所等での廃棄物

の適正処理 。減量

分別回収 実施率 100%

ミスコピー用紙の再利用 実施率 90%以 上

廃棄物 (紙廃棄)発生量の削減
発生量 35 kg以 下

(計画値 )

資源 ごみの再資源化
資源化率 56%以 上

(計画値 )

生ごみ、可燃 ごみの減量
排出量 42 kg以 下

(計画値 )

3
県境に配慮 した施設

整備
構内緑地の整備 (1,554ポ ) 4回 /年

4 従業員教育

乗境保全に関する教育
1人 /年

(1人 Xl回 )

社内外関係書類での意識啓発 者呂 度

5
地域における環境保

全活動への参画
事務所周辺の清掃活動 都  度

以   上


